
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県医療勤務環境改善支援センター ニュースレター  
令和５年８月発行 第６３号 

医師の研鑽に係る労働時間の考え方について 
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医師本人及び当該医師の労働時間管理を行う上司を含む使用者が、研鑽のうち労働時間に該当する範囲を明確に認

識し得るよう、医療機関ごとに取扱いを明確化して、書面等に示し、職員に周知することが大切 です。そのうえで、

申し出や承認がきちんとできる運用をしていきましょう。 

今号の内容の詳細は、「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」（令和元年 7 月 1 日労働基準局長通達）、「医師等の

宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間の考え方についての運用に当たっての留意事項について」（令和元年 7 月 1 日労働基

準局監督課長通達）でご確認ください。 

医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされていることから、皆さんは知識の習得や技能の向上のために

日々、研鑽に努められていることでしょう。この研鑽を行っている時間は労働時間に当たるのかどうか判断に悩まれると思います。

今号では、労働基準局の通達や説明会資料に基づき、医師の研鑽時間の取扱いに関する考え方を紹介します。 


